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1．はじめに 

我が国全体の教員に対する臨時的任用教員、非常勤

講師の割合について公表されている情報としては、平成

23年度段階の8.2％というもの（文部科学省2011）が最

も新しく、この時点において神奈川県の状況もこれと同

程度（文部科学省 2018）であった。さらに現在でも、

産休育休取得者数の増加、特別支援学級数の増加に伴う

欠員の発生、人的措置を必要とする教育施策の実施によ

る新たなポストの発生などに伴い、臨時的任用教員、非

常勤講師の需要の増加が続いている。これら非正規の教

員は、公立学校の正規採用を目指している教員、他の仕

事や家庭生活との兼ね合いで主体的にその立場を選択し

ている教員など状況は様々であるが、どこの学校におい

ても、自らの経験や専門性を生かして教育活動に携わる

チームとしての学校の大切な一員であることに変わりは

ない。しかし、県内各自治体においては、これらの教員

に対して正規教員と同等の研修の機会を保障するための

予算措置は困難な状況にあり、その育成を効果的に進め

る方策を検討することが喫緊の課題となっている。 
こうした状況を踏まえ、本学教育デザインセンター、

及び教職大学院では、2015 年度から、県内各自治体と

の連携のもと、これらの教員を対象とする「非常勤講師

等研修」を実施してきている。しかし、自治体のニーズ

とは裏腹に 2019 年度までに受講者は減り続けており、

この間の状況の変化を捉え、実施時期、内容・方法等に

ついて再検討することが必要になっている（図１）。 
本稿は、上述の自治体ニーズと本研修のこれまでの

実績を踏まえ、対象となる非正規教員にとってより必要

感の高い、効果的な研修プログラムの開発に資するため、

今年度実施したオンラインによる研修について記述する

とともに、その実践を振り返り、今後の方向性を検討す

ることを目的としている。 

図１ 受講者数の変化（2015年～2021年） 

 

１．１ これまでの実践の経緯 

「非常勤講師等研修」は、神奈川県、横浜市、川崎

市、相模原市の共催を得て、第1回の2015年度から第4

回の 2019 度までは本学教育デザインセンター主催で実

施され、コロナ禍で中止となった 2020 年度からは、教

育学研究科改組後の新体制における教職大学院主催に切

り替えて実施している。 

第1回（2015年度）は、春学期と秋学期に授業づくり

に関する3回シリーズの講義を1サイクルずつ、平日の

午後に時間を設定して実施している。内容は、「平成 

20 年告示学習指導要領における新しい授業づくり」及

び「授業の組み立て方と評価」、「子ども理解をふまえ

た授業づくり」をテーマとする講義を、本学から、神奈

川県総合教育センターと横浜市花咲研修室にテレビ会議

システムを通してライブ配信し、各会場を中継して質疑

や意見交換を行うというものであった。言語活動の充実

と深い生徒理解を軸とする授業づくりに関する講義は、

正規教員の参加希望も多く、ほとんどの回において参加

者が100名を超える盛況ぶりであった。 

 第2回（2016年度）から第4回（2018年度）までは、

第１回の受講者アンケートにおいてニーズの高かった

「特別な支援を要する児童生徒への関わり」を内容に加

え、「授業づくりや子ども理解についての基本を学ぶ」
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ことを基軸に据えて、学習指導、生徒指導、特別支援教

育に関する三本立ての講義を、同様のシステムを用いて

実施している。 

 続く第5回（2019年度）は、旧来のテレビ会議システ

ムの廃止に伴い、それまでの実施体制を維持することが

出来なくなったため、内容を学習指導に絞って、本学講

義棟における対面での集合研修を一回実施している。 

 また、第6回（2020年度）については、対面形式を前

提に構想していた講義と演習が、コロナ禍による会場閉

鎖に伴って実施不可能となったため、中止を余儀なくさ

れてしまったという経緯がある。 

しかし、神奈川県及び三政令市、横須賀市の教育委

員会における教職員人事・育成担当者、連携協力校校長

の参画を得る教職大学院諮問会議においては、臨時的任

用教員、非常勤講師の育成の一端を担う本研修に対する

自治体ニーズはこれまでにも増して高まっている。引き

続き、各自治体、及び受講対象となる非正規教員の負託

に応じる工夫を図っていく必要がある。 
１．２ 2021年度の実践について 

 こうした中、第 7回となる今年度は、長引く COVID-
19 対応を想定し、当初からオンライン実施をベイスに

計画・実践することとした。 
 現在、学校は、社会の変化に応じて 2017 年度改訂学

習指導要領に基づき、児童生徒の資質・能力の育成を軸

とするカリキュラムマネジメントをGIGAスクール構想

とセットで進め、教育活動のアップデートを実現してい

こうという挑戦の時を迎えている。 
また一方、県内の学校の現実に目を転じてみると、

日本語指導の必要な児童生徒や発達障害等により合理的

配慮を必要とする児童生徒の増加、児童虐待や子どもの

貧困、SNS 依存などの社会問題、これらに起因する暴

力行為・いじめ・不登校などの質的変化など、多様化・

複雑化する課題に組織対応していかなければならない状

況も見られる。 
さらに、こうした挑戦と対応を相即的に進めるとい

う教育活動の高度化に応じていくためには、同時にその

担い手となる教職員が力量形成を図り、学校の組織力を

高めていくための条件整備として、学校多機能教員職務

曖昧型という我が国特有の学校状況を抜本的に改善して

いく働き方改革を進め、学校教育の持続可能性を高めて

いくことが欠かせない状況となっている。 
そこで、今回の非常勤講師等研修の計画に臨んでは、

先ず、自治体及び受講者のニーズを反映させて取り組ま

れてきた2015年度から2018年度までに重視されてきた

内容を参酌するとともに、2019 年度の中央教育審議会

答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・

運営体制の構築のための学校における働き方改革に関す

る総合的な方策について」を基に文部科学省初等中等教

育局通知が例示している教員が担うべき基本的な職務を

確認した（文部科学省 2020）。次に、2017 年度改訂学

習指導要領における総合的なカリキュラムマネジメント

の視点に立ってこれを整理し、課題を主として教育活動

に関することに絞り込んで、次のようなプログラム構成

を試みた。 
表1-1 2021年度非常勤講師等研修プログラム 

ガイダンス（10分） 

第1講「積極的な生徒指導と学級経営」（50分） 

第2講「学習指導と学習評価」（50分） 

第3講「通常の学級におけるインクルーシブ教育」（50分） 

 
学校教育活動の基盤となる児童生徒理解に基づく学

級集団作り、学校教育の一丁目一番地である資質・能力

ベイスの学習指導と学習評価、それらを実践する前提と

なるダイバーシティ＆インクルージョンの考え方を、第

1講～第 3講の順に関連付けて学ぶことで今日の学校教

育に欠くことできない教員の職務に関する基礎的な理解

を促し、受講者が直面する業務上の困り感を払拭すると

ともに、実践への意欲を高めることに結び付けたいと考

えたためである。第1講は藤原寿幸、第2講は長沼武志、

第3講は名執宗彦が担当した。 
日程については、受講者ニーズを踏まえ、長期休業

中の学校閉庁期間前（8月 2日）に設定し、ガイダンス

及び第1講から第3講までのプログラムを、午前、午後

で２サイクル実施した。以下、第1講から第3講までの

実践内容について記述する。 
 

２．第1講「積極的な生徒指導と学級経営」 

 学級経営の概念は「条件整備」型学級経営観と

「学級づくり」型学級経営観の 2 つに大別できる(岡東，
1998)。元来、欧米の学級経営概念は、授業を効率化す

る条件整備としての学級経営(Classroom Management)と
いうことで前者、一方日本の教育は人格の完成を目指す

全人教育であり、必然的に教科外活動における学級経営

も大切にされてきたので前者を包含する後者であり、学

級経営は児童生徒の自治的経営をも含むより広義の捉え
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方となる(白松，2017)。ここでは「望ましい学級」につ

いて研修参加者同士でディスカッションをし、先行研究

を基に日本の学級経営の特徴と合わせて解説した。また、

学級経営研究会(2002)による「学級がうまく機能しない

状況」についての研究調査から学級崩壊の予防について

説明をした。さらに、参加者には教師としての教育観

(信念)を自己評価する演習をしてもらいながら、学級担

任としてのリーダーシップについて PM 理論(三隅・田

崎，1965)に基づいて解説した。以下、具体的に述べる。 
２．１ 望ましい学級とは 

表 2-1 は学習指導要領や学級経営に関する先行研究を

整理し、日本の教師たちが望ましいと考える学級集団の

要素をまとめたものである。集団を規定する最低限の必

要条件ⅠとⅡの条件下で集団としての発達が進んだ状態

でⅢとⅣが生起する(河村，2010)。 
表2-1 望ましい学級集団の４つの要素 (河村，2010)   
Ⅰ 集団内の規律、共有された行動様式 
Ⅱ 集団内の子ども同士の良好な人間関係、役割交流だけではな 

く、感情交流や内面的な関わりを含んだ親和的な人間関係  
Ⅲ 一人一人の子どもが学習や学級活動に意欲的に取り組もう 

とする意欲と行動する習慣、同時に、子ども同士で学び合う 
姿勢と行動する習慣 

Ⅳ 集団内に、子どもたちの中から自主的に活動しようとする 
意欲、行動するシステム 

また学級集団の状態は、児童生徒間の相互作用や児

童生徒と教師の関係、ルールやリレーションの確立度に

よってなどにより変化し、段階で捉えられる。 
図2-1 学級集団の発達過程 

(河村，2012)を基に藤原が作成したもの 

２．２ 日本の学級経営 

日本では学級集団育成、学習指導、生徒指導や進路

指導、教育相談など、学級集団の形成・維持と、学級の

子どもたちに関するすべての指導・援助を総称して「学

級経営」という言葉が使われている(図2-2)。日本の学級

集団では固定されたメンバーで生活面やさまざまな活動

に学級で取り組み、学習指導とガイダンス(生徒指導)を
教師が統合して実施していくという指導体制であるが、

日本の学校教育の基盤といえるこの現状維持がむずかし

くなっていることが指摘されている(河村，2010)。 
図2-2 学級経営のイメージ (河村，2010) 

 
２．３学級がうまく機能しない状況(学級崩壊)について 

学級がうまく機能しない状態(対象 102 学級)は、調査

結果から見る限り、担任の性別、学年、学級規模との特

定の相関は見られず、学級経営の困難な状況には「教師

の学級経営が柔軟性を欠いている事例」が約７割ともっ

とも多い(学級経営研究会，2000)とされている。 
表2-2 学級がうまく機能しない状況の10の類型 

(学級経営研究会，2000) 

教師の責任や力量不足が皆無であるとは言えないが、

その他の教師をしても問題状況の克服が困難であった事

例が、３割ほどあり、こうした困難状況への対応には、

校長のリーダーシップや校内の連携・協力の確立、家庭

や地域及び関係機関との連携・協力、問題状況への早期

対応などが重要であることが指摘されている(学級経営

研究会，2000)。 
表2-3 10のケース及び類似ケースから考察された 

対応策 (学級経営研究会，2000) 
 
 
 
 
 

第一段階 混沌・緊張期 無秩序
学級編成直後の段階で、児童生徒同士に交流がなく、学級のルールも定着しておらず、一人一人がバラバラの状態
にとどまる段階（時期）

第二段階 小集団成立期 ルールの確立度30%
学級のルールが徐々に意識され始め、児童生徒同士の交流も活性化してきますが、その広がりは気心の知れた小集
団内に留まっている状態にある段階（時期）

第三段階 中集団成立期 ルールの確立度60%
学級のルールがかなり定着し、小集団同士のぶつかり合いの結果後に一定の安定に達すると、指導力のあるリーダー
がいる小集団などが中心となって、複数の小集団が連携でき、学級の半数の児童生徒が一緒に行動できる状態にある
段階（時期）

第四段階 全体集団成立期 ルールの確立度80%
学級のルールが児童生徒にほぼ定着し、一部の学級全体の流れに反する児童生徒や小集団ともある程度の折り合
がつき、学級の児童生徒のほぼ全員で一緒に行動できる状態にある段階（時期）

第五段階 自治的集団成立期 ルールの確立度80%以上で分散が少ない
学級のルールが児童生徒に内在化され、一定の規則正しい全体生活や行動が、温和な雰囲気の中で展開される。児
童生徒は自他の成長のために協力できる状態にある段階（時期）

Ⅰ 早期の実態把握と早期対応 
Ⅱ 子どもの実態を踏まえた魅力ある学級づくり 
Ⅲ ティームティーチングなどの協力的な指導体制の確立と 

校内組織の活用 
Ⅳ 保護者などとの緊密な連携と一体的な取り組み 
Ⅴ 教育委員会や関係機関との積極的な連携 

 

1 就学前教育との連携・協力が不足している（11学級） 
2 特別な教育的配慮や支援を必要とする子どもがいる（26学級） 
3 必要な養育を家庭で受けていない子どもがいる（21学級） 
4 授業の内容と方法に不満を持つ子どもがいる（65学級） 
5 いじめなどの問題行動への適切な対応が遅れた（38学級） 
6 校長のリーダーシップや校内の連携・協力が確立できず（30学級） 
7 教師の学級経営が柔軟性を欠いている（74学級） 
8 学校と家庭の対話が不十分で信頼関係が築けず対応遅延（24学級） 
9 校内研究や実践の成果が学校全体で生かされなかった（16学級） 
10 家庭のしつけや学校の対応に問題があった事例（14学級） 
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すべての事例が、類型のタイトルが示す単一の要因

から起こるのではなく、複数の要因が絡み合って引き起

こされている点に留意する必要があり、「学級がうまく

機能しない状況」に対処するには、安易に特効薬を求め

るのではなく、複合的に絡み合っている要因の一つ一つ

を分析・考察していくことが重要であることが指摘され

ている(学級経営研究会，2000)。 
また、対応策ⅠとⅡでは子どもたちの早期の実態把

握の重要性が示されている。心理教育的アセスメントの

方法としては、観察、面接・遊戯、心理検査などが挙げ

られるが(石隈，1999)、それらを総合的に活用していく

ことが重要である。特に、早期対応ということに関して

は調査法(質問紙)を効果的に活用し、見えていること、

起きていることだけを捉えるだけではなく、児童生徒の

心の理解も重要となる。 
２．４教師のリーダーシップについて 

三隅(1986)は PM理論で、リーダーシップ機能には 2
つの次元があることを提唱している。目標達成ないし課

題遂行機能である P(performance)機能と、集団維持機能

であるM(maintenance)機能の2つである。教師のリーダ

ーシップとしては、P 機能は学習指導や生徒指導、つま

り「指導」に関する機能であり、M 機能は学級内の好

ましい人間関係を育成し、児童生徒の情緒の安定を促し

たり、学級集団自体を親和的にまとめたりする機能、つ

まり「援助」に関する機能である。この2つの強弱を組

み合わせると 4つのリーダーシップに類型できる。4つ

の類型は、PもMもともに大であるPM型、Pは大であ

るがMは小であるPm型、Mは大であるがPは小であ

るpM型、PもMも小であるpm型である(図2-3)。 
図2-3 リーダーシップPM4類型 (三隅，1986) 

 
 
 
 
 
 
業種の違いにかかわらず、業績に関するリーダーシ

ップ効果は大きい順に、PM型、M型、P型、pm型で

ある。教師のイメージで例えると、PM型は細やかな気

遣いの中に強い指導性をあわせもつ教師、M 型は強い

指導はしない温和で気遣いの細やかな教師、P型は一貫

して厳しく指導する教師、pm 型は放任教師というよう

に分類できる。現代の学級経営におけるポイントは、子

どもたちの特性や学級集団の状態に合わせて、教師は P
機能と M 機能を柔軟に、適切なバランスで発揮するこ

とが求められ、学級集団の状態に合った、指導と援助の

バランスの見極めが重要である(河村・藤村・粕谷・武

蔵，2004)。 
２．５ 積極的な生徒指導と学級経営のまとめ 

大学の教員養成課程で学ぶ教職科目の中には、学習

指導・生徒指導の基盤となる「学級経営」や「学級づく

り」といった科目はなく、特にその理論を学ぶ機会は少

ない。そのため、学校現場においても学級経営の技術は

暗黙知となり、効果的な学級経営やその改善につながり

にくいことが推測される。したがって、ここでは「望ま

しい学級」「学級集団の発達の過程」「日本の学級経営

の特徴」「学級崩壊の原因の類型や対応策」「教師のリ

ーダーシップ」の研究動向について検討した。 
今回の学習指導要領では、小学校、中学校、高等学

校と小学校以上のすべての校種において、総則の中で

「学級経営の充実」(文部科学省，2017a・2017b)、「ホ

ームルーム経営の充実」(文部科学省，2018)が明記され

ており、学習指導においても、生徒指導においてもその

基盤となる学級の重要性が謳われている。「主体的・対

話的で深い学び」を通して、児童生徒に資質・能力を身

に付けさせるためには、学習の指導方法だけではなく、

それらが実現するような、また、効果的に行われるよう

な学級集団の育成の視点が重要である。 
 

３．第2講「学習指導と学習評価」 

 ここでは、学力の捉えの動向から学習指導要領に掲げ

られた３つの資質・能力について解説した。また、それ

に伴う授業デザインの動向や学力形成に影響を与える教

師要因について説明し、授業指導と授業評価について実

践事例に基づいて解説した。以下、具体的に述べる。 

３．１ 学力の捉えの動向 

 学習者は，自然や社会の事象と関わりながら，自分な

りに様々な概念を構築していく存在である。こうした認

識論的見解は，構成主義（constructivism）と呼ばれ、

今日における学力形成の主要な考え方である。 
梶田（1994）は、図3－1に示すように、海面に浮かぶ

氷山に例え、海の上から見える学力は、見えにくい関

心・意欲や思考力・判断力・表現力等の学力に支えられ

ていると説明した。また、OECD 教育研究革新センター

M
次

元 
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Pm 
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（2013）は、学習は自己調整的であり、状況的であり文

脈的であると述べた。これは、学力形成が、単なる暗記

ではなく、状況や文脈を踏まえて学習者自身が調整しな

がら概念構築を図ることでなされるとの指摘である。 

図3-1 学力の構造 

一方、エリクソン,H.l.ら（2020）は、概念型のカリ

キュラムと指導（CBCI）の 3次元のカリキュラムと指導

モデルに示される１．知る（事実）２．理解する（概念）

３．できるようになる（スキル）を踏まえ、事実とスキ

ルばかりでなく、重要かつ転移可能な理解を促す思考が

要求されると指摘した。 

これらを総括すると、学力形成では、状況や文脈を

踏まえた思考・判断が重要であり、学習者自身が自己調

整的に学ぶ中で、転用可能な概念を構築することが求め

られているのである。そして、このような学力形成を目

指す学習指導と学習評価を明確にすることが、今日の教

育課題の一つであると捉えることができる。 

３．２ 資質・能力の３つの柱 

学力の捉えの動向を踏まえて、資質・能力の3つの柱

について具体的に述べる。小学校学習指導要領解説総則

編（2019）では資質・能力の育成について、図 3－２に

示す3つの柱が掲げられた。上述した学力で捉えるなら

ば、学びに向かう力・人間性等や思考力・判断力・表現

力等は、見えにくい学力である。 

図3-2 資質・能力の３つの柱 

これまでの学習指導では、見えにくい学力を育成す

る具体的な授業指導と授業評価が明確ではなかった。 

しかしながら、学習指導として、主体的・対話的で深い

学びを推進するとともに、学習評価として、３つの資

質・能力を見取る観点を明確にすることで、見えにくい

学力とされてきた資質・能力について、見える学力とし

て捉えられることが期待できる。 

３．３ 授業デザインの動向  

資質・能力の育成に向けた授業改善では、学習者が

主体となる授業デザインを構想する必要がある。図 3－

3は、授業デザインの動向を示したものである。 

図3-3 授業デザインの動向 

学びに向かう力、人間性等や思考力・判断力・表現

力等を見据えた学力観では、資質・能力の３つの柱を相

互作用的に育成することを目指すことから、教師主導か

ら学習者主体の授業デザインへの移行が求められる。 

学習者が主体となる授業では、協働的に問題解決が

行われ、学びに向かう力・人間性等や思考力・判断力・

表現力等の資質・能力の育成が可能となる。同時に学習

評価の観点を明確にすることで、それらの資質・能力を

見取ることができるようになる。 

３．４ 学力形成に係る教師要因について 

 主体的・対話的で深い学びを通した資質・能力の育成

に係る教師要因について述べる。 

 Hattie,J.（2018）は、表3－1に示すように、学力形成

に影響を与える教師要因についてまとめた。尚、ここで

の学力形成の捉えは、知識・技能の習得ではなく、３つ

の資質・能力の育成である。 

例えば、教師が到達基準や到達度を明確に示すこと

ができれば、学習指導と学習評価がより具体になる。暖

かい雰囲気は、対話を促す。一方、教師主導がよいとい

った指導観では、学びに向かう力・人間性等の涵養は、

図れない。また、能力は変わらないと考える教師は、学

習者の資質・能力の育成を見取ることができない。 

このように、教師要因は、学力形成に大きな影響があり、

教師には、自身の教育観、授業観等を内省し、授業改善

を推進していくことが重要になる。 

表3-1 学力形成に影響する教師要因 

・学習者から見て指導の質が高いこと 

・教師が学習者に期待をかけること 

・すべての学習者は能力を伸ばしうるものであり、学力

は変えられるものであるという能力観と学習者の能力

どのように社会・世界と関わり、 
よりよい人生を送るか 

何を理解しているか 
何ができるか 

理解していること、 
できることをどう使う

 
知識・技能 思考力・判断力 

表現力等 

学びに向かう力 
人間性等 
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の伸びを見取り、その結果を明確に学習者に戻すのが

教師の役割であるという考え方に基づく指導観、学習

観、評価観、学習者観をもつこと 

・教師が心の準備の有無にかかわらず開かれた態度をと

ること 

・間違うことが許され、歓迎されるような、暖かい雰囲

気のある学級であること 

・教師が到達基準と到達度を明確に示すこと 

・努力する態度を育てること 

・すべての学習者が学習に取り組むこと  

 

３．５ 授業の構造と指導と評価の一体化 

 国立教育政策研究所（2015）は、平成27年度に実施さ

れた全国学力学習状況調査の結果を分析し、学習におけ

る見通しと振り返りの重要性を指摘した。このことを踏

まえ、見通しと振り返りを学習プロセスに位置づけ、表

3－2に示す、授業の構造としてまとめた。 

表3-2 授業の構造 

はじめ 中 終わり 

問いの共有 

 

問題解決 

 

振り返りと今後

の確認 

何を学習するの

か 

学習の方向性を

決める。 

見通しをもって

問題解決を行い 

見方・考え方を

見出す。 

本時の学びのプ

ロセスを見つめ 

今後の学びの見

通しをもつ。 

「はじめ」は、何を学習するのかを明確にする時間

である。前時を振り返りながら、今日の学習の問いを共

有する。「中」は、問題解決で、問題解決の計画につい

て話し合ったり、実際に問題解決に取り組み、結果につ

いて考察したりする場面である。「終わり」は、問題解

決プロセスを通して結論を導出する場面である。同時に、

次は何を学習するのか等、今後の見通しを明確にする場

面である。これらの学習プロセスにおいて、指導と評価

を一体化させながら、資質・能力を育成するのである。 

指導と評価の一体化とは、指導したことと評価を一

致させることであり、学習者は、指導を受けたことに対

する価値づけや承認が得られることで、指導事項を内面

化していく。一方で、指導されていないことを評価され

ると、指導を受け入れる必要性が生じず、指導の意味が

理解できないままになってしまう。 

評価と指導の一体化も検討したい。OECD（2008）は，

学習のニーズを確認し，教授を適切に合わせていくため

の，生徒と学力進捗状況と理解の頻繁かつ対話的（イン

タラクティヴ）のアセスメントとして、形成的アセスメ

ントの重要性を指摘した。主体的・対話的で深い学びに

おいては、形成的に学習者の学習状況を評価して、状況

に応じた指導をすることによって、学習者のニーズに適

合した支援が可能となる。 

例えば、「はじめ」の場面において、学習者が問い

を明確にしているかに対して形成的アセスメントを実施

する。もし、問いが明確になっていなければ、前時の振

り返りを促して、問いを確認する指導を実施する。 

同様に、「中」「終わり」の場面でも、学習者の学

習状況を形成的にアセスメントすることで、学習者の主

体性が保証されるとともに、思考・判断にともなう的確

な支援が可能となる。つまり、学習者が主体となる学び

において、形成的アセスメントは、非常に重要な役割を

もつことから、評価と指導の一体化も意識することが重

要になる。 

３．６ 学習指導と学習評価のまとめ 

ここでは、学力の捉えから３つの資質・能力を踏ま

えて、授業デザインの動向について検討した。また、学

習者主体の授業デザインに基づく授業の構成と、指導と

評価の一体化について検討した。 

 白井（2020）は、OECDの調査を踏まえて、学力形成が、

人々が心身ともに幸せな状態（ウェル・ビーイング）を

作り出すことに移行していると述べた。すなわち、学習

指導と学習評価は、単に学校で学ぶ知識・理解を習得す

ることが目的ではなく、学びに向かう力や思考力等の育

成を通して、人生をより豊かに生き抜くための資質・能

力の育成を具現化することを包括する。 

 換言するならば、生きる力の育成である。このことを

考慮した授業指導と授業評価は、これからの学校教育の

課題になると思われる。 

 

４．第3講「通常の学級におけるインクルーシブ教育」 

ここではまず、通常の学級にいる様々な特性のある

児童生徒の姿を思い浮かべることから始め、「インクル

ーシブ教育」の本来の意味や必要性について説明した。

次にそのように様々な実態の児童生徒のいる学級での指

導のあり方について、教育のユニバーサルデザイン化の

考え方を参考に、授業づくり、学級づくりについて考え

た。さらにその際に必要となる個別の配慮について、参

考となる資料を紹介した。以下、具体的に述べる。 

４．１ 通常の学級にいる児童生徒が持つ様々な特性 

日々授業を行う中で特に配慮が必要であると感じる

児童生徒の背景は、発達障害や知的障害などの障害に限
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らず、不登校やうつなどの心理的背景や、貧困や家族関

係・日本語の理解が難しいなどの家庭的な背景など様々

である。日々の授業や周りで起きていることの理解が不

十分なまま学校生活を送るような児童生徒を一人も出さ

ないようにという観点から、教師はそのいずれにも対応

すべきである。 

４．２ 「インクルーシブ教育」の意味と必要性 

インクルーシブ教育とは本来、その対象を障害のあ

る児童生徒に限ることなく、地域に暮らす様々な背景や

特性を持つ同年代のすべての児童生徒が、同じ場（通常

の学級）で一緒に学び育つことができる教育のことであ

る。 

ますます情報化やグローバル化が進むこれからの社

会においては、多様な背景や特性を持つ人々が、互いを

理解し、認め合う中で、誰もが生き生きと活躍できるよ

うにしていくことが求められる。そのためには学校教育

の時期から、多様な背景や特性を持つすべての子どもた

ちが共に学び・育つインクルーシブな環境の中で、互い

に付き合い方を体得できるようにしていく必要がある。

例えばソーシャルスキルが極端に苦手な子どもは通常の

学級で皆と一緒にやっていくのが難しいからと、特別支

援学級などに措置されがちである。そうなると、通常の

学級に残ったソーシャルスキルに問題がないと思われる

子どもが「ソーシャルスキルの苦手な人と付き合うソー

シャルスキル」を身に付ける機会を奪うこととなり、結

果的にそうした人を除外した仕方でしか世の中をイメー

ジできなくなってしまうのである（浜田、2017）。 

４．３ 教育のユニバーサルデザイン化 

通常の学級において、授業に限らず学級での様々な

活動に、いろいろな特性を持つ子どもたちすべてが十分

に参加できるようにするには、「教室・学校環境」「学

級づくり」「授業」の３つのユニバーサルデザインを考

える必要がある（阿部、2017）。 

図 4-1 教育のユニバーサルデザインを構成する３つ

のユニバーサルデザイン 

（阿部、2017を一部改変） 

 

 

 「教室・学校環境のユニバーサルデザイン化」とは、

場の構造化（ものの置き場を一定にしたり、見やすく表

示したりするなどで何をする場所か分かりやすくする）

を図ったり、刺激量の調整（黒板の周りの掲示物を最小

限にしたり、椅子の脚にテニスボールをつけて音が出に

くくしたりする）を行うことである。 

 「学級づくりのユニバーサルデザイン化」とは、知ら

ないうちに決まりとなっているようなクラスの「暗黙の

ルール」を誰にでも分かるように改めて明確化したり、

クラスの友達一人ひとりの得意なこと、苦手なことはそ

れぞれみんな違うけれど、難しい時は遠慮なくヘルプを

出せるように相互理解を図ったりするなど、皆が安心し

て学べるクラスづくりをしていくことである。 

 この２つのユニバーサルデザイン化は、まずは児童生

徒一人ひとりの活動を保障し、授業に参加する前提条件

を整えることであると考えられる。 

４．４ 三段構えの指導 

 ３つめは「授業のユニバーサルデザイン化」である。

これは、上記２つのユニバーサルデザイン化を整えた上

で、授業を理解するための時間や手立ての必要度が様々

な子どもたちすべてに光が当たるようにすることと言え

る。それには、①指導の工夫、②個別の配慮、③個に特

化した指導、の三段構えで指導にあたる必要がある。

（小貫・桂、2014、阿部、2017） 

図4-2 三段構えの指導（阿部、2017） 

 

 まず第１次の、指導の工夫を考えるとは、誰にでも分

かりやすい授業の工夫をすることである。それは良い板

書、良い話し方、良い発問などということにもなるが、 

授業のユニバーサルデザイン化の中では特に、「焦点化」

「視覚化」「共有化」が強調されることが多い。簡単に

説明すると、「焦点化」とは、１時間の授業の中で教え

ることを絞り授業の山場とすることである。「視覚化」

とは、出された意見を板書するなどして頭の中だけで考

えなくてもいいように支援することである。「共有化」

とは、子どもがペアやグループで考えを伝えあったり、
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教えあったりすることである（小貫・桂、2014）。 

こういった授業内での第１次の指導の工夫で、一定

程度授業が分からない子どもを減らすことができるが、

まだ個別の配慮が必要な子どもが残ることも事実である。 

そこで第２次の指導として、授業の中で行える個別の配

慮を行う。例えば全体への説明のみでは自分に関係のあ

る話として捉えるのが難しい子どもに対して、全体に話

した後に「〇〇さん、いいですね。」と加えるだけで理

解する子どももいる。また、表は漢字かな交じりの普通

のプリント、裏面はそれにふりがなをつけてあるプリン

トを配付して自分が読みやすい方を使っていいことにす

る、机間指導中に意識的にその子どもの指導に時間を使

うなどもこれに当たる。こういった授業の中で行える個

別の配慮をすることで、ほとんどの子どもは授業が理解

できるようになる。 

図4-3 三段構えの指導で全員が理解に至るイメージ 

  

 しかしそれでもまだ理解に至らない児童生徒が残るこ

とが考えられる。その場合は躊躇なく、休み時間に呼ん

で個別に指導したり、場合によっては通級による指導の

利用なども検討したりする。このような授業外での個に

特化した補充指導が第３次の指導である。 

ただこの場合こういった個に特化した指導を受ける

子どもに対して、まわりの子どもたちは低学年では「あ

の子だけえこひいきでずるい」、高学年になると「あの

子は特別な子だから」という理解をしがちである。こう

いった望ましくない理解を克服するには、年度初めの学

級開きや最初の授業で「先生は必要があれば誰にでも個

別の配慮をすること」を宣言したり、常に「どの子も気

にしている」という姿勢を示したりすることが重要であ

る。 

このような三段構えの指導によって、全ての児童生

徒に光が当たるようになるのであり、ここまで行って初

めて授業のユニバーサルデザイン化を実現したと言える

のである。 

 

４．５ 第２次、第３次の指導の参考となる資料 

今回改訂された小学校、中学校及び高等学校の学習指導

要領では、各教科の「指導計画の作成と内容の取扱い」

において「障害のある児童などについては，学習活動を

行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の

工夫を計画的，組織的に行うこと。」が規定された。そ

してさらに学習指導要領解説のそれぞれの教科編のこの

規定に対応する箇所で、個々の児童生徒の困難さに応じ

た指導内容や指導方法を工夫することが、困難さに対す

る指導の工夫の意図，手立てを明確にした例示という形

で示されている。これはまさに、第２次、第３次の指導

を考える上で大変参考になるので是非参照してほしい。 

また愛知教育大学（2020）なども参考となる。 

 

５．今年度の実践の評価 

 本年度の受講者 45 名を対象に、アンケート調査を実

施し、31 名の回答を得た。校種については小学校 15 名、

中学校13名、高等学校1名、特別支援学校2名、経験年

数については、1年未満9名、1年以上5年未満10名、5

年以上 10年未満 3名、10年以上 9名であった。限られ

たサンプルではあるが、この調査をもとに、研修を振り

返ってみたい。 

研修全体を受講した感想では、回答者の全員が「と

ても有意義だった」「有意義だった」とし、開催時期に

ついても長期休業中で調整がしやすかったと述べている。 

 さらに、来年度もこのような研修があったら参加する

か、という問いに対しては、90％以上の参加者が、「参

加する」と回答しており、「参加しない」と答えた参加

者の理由は、「来年は臨任をしていない」「来年は正規

雇用になっていたいから」というものだった。大勢を占

めた「参加する」の理由としては、次のようなものが挙

げられる。 

・勤務先の学校の研修会に参加できる機会が少ない。 

 ・非常勤の場合、学校内の研修や各先生の報告が届かな

いことがあるので、新しいことを理解していたい。 

 ・教員としての取組みを振り返る良い機会になる。 

 ・授業に生かせそうな新たな気づきや学びがある。 

 ・他校の同じ立場の方と交流できて良かった。 

これらの記述からは、臨時的任用教員、非常勤講師

という同じ立場における課題や悩みを共有したい、積極

的に自己啓発・自己開発に取り組みたいという切実なニ

ーズを看取することが出来る。 
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５．１ 研修全体の振り返りから 

 全体の感想からは、自らの学級経営や学習指導に生か

せそうな実践的な内容が構成されたことに対する肯定的

な意見が多く寄せられた。以下に象徴的なコメントを引

用するとともに、アンケートへの記述において出現頻度

の高かった文字列を示すイメージ（図 5-1）を掲載する。 

・一学期、生徒と関わる中で、自身の対応、言動に自信

が持てない場面があったが、今回の研修会を通じて、

二学期の自身の姿勢の方向性がイメージできた。  

・何十年も教師をしていると、とかく自分の経験に頼り

がちになりやすい ～略～ 研修は日常の教育活動にお

いて大切な視点を確認するのに役立った。 

・今回 Zoom で時間も短く、時期も夏休みということで

参加しやすかった。 

・小グループに分かれて話し合う時間があったことが良

かった。 

図5-1 出現頻度の高かった文字列 

 

研修内容に関しては、経験の浅い教員にも、一定の

経験を積んだ教員にも、それぞれに納得感があり、実践

への意欲の向上に寄与できていた様子がうかがえる。ま

た、開催時期やオンラインライブという方法、限られた

時間であっても受講者どうしの交流の場が設定されこと

について、一定の評価を得ることが出来ている。 
一方、今後扱ってほしい内容については、今回の講

義に関する期待に加えて ICTの活用に関する内容を望む

声が全体の 10％程度あった。また、研修の方法上の課

題と考えられるコメントして、次のようなものもある。 

・リモートという環境のために難しい部分があると思う

が、意見交換などの時間がもっとあるとよかった。 

・中身の濃い内容でした。対面で、しっかりと受けたい

授業でした。 

コロナ禍における緊急事態宣言下でのオンライン環

境、そのことを前提とする研修プログラムのコンパクト

化は、参加しやすいというメリットがあるが、一方で、

受講者の協働性や、対面での更なる手応えを求める声が

あることを大切に受け止め、改善の視点としていきたい。 

５．２ 各講義の振り返りから 

各講義については、本研修の目的に照らして、それ

ぞれが受講者にとって効果のあるものであったかを評価

するために、次の2点について記述を求めた。 

①これからの自分が大切にしたいと思ったポイント

とその理由 

②これまでの自分に足りていなかったポイントとそ

の理由 

以下、全参加者から抽出したA～Dの4名の振り返り

コメント（表5-2～表5-4）と、受講者全体の傾向を見る

ために実施したテキストマイニングによる頻出語句から

見えてくる状況について記述する。抽出した受講者の校

種と教職経験は次の通りである。 
 ・A 小学校 経験1年未満 
 ・B 小学校 経験10年以上 
 ・C 中学校 経験1年未満 
 ・D 中学校 経験1年以上5年未満 
5.2.1 第１講の振り返り 

 第1講は、本稿の２に記述した「積極的な生徒指導と

学級経営」についての講義である。振り返りからは、児

童生徒一人ひとりのパフォーマンスを豊かなものとする

ために、その基盤となる学級という集団を構成する際の

教師の基本姿勢について、自らのこれまでの考え方や実

践を振り返り、修正・改善するための具体的な視点を獲

得することに繋がっていると考えられる。 

図5-2 第1講振り返りからの抽出コメント 

 

5.2.2 第２講の振り返り 

第２講は、本稿の３に記述した「学習指導と学習評

価」についての講義である。振り返りからは、学習指導

①これから大切にしたい ②これまで足りていなかった

A

活動内容や手順をわかりやすく提示し、
限られた時間で集中して活動に取り組め
るようにしていくこと。アンケートの結果、
自覚通り、pM型だったので、P機能を強
化したいと思ったから。

最低限のルールなど、一貫して厳しく指
導するべきところは徹底すること。自分に
対する自信のなさや子どもに対する遠慮
から、甘くなってしまう部分があったから。

B

多様な考え方を受け入れる自分の人間
性や幅の広さが必要と思いました。
そのためには自分自身がゆとりを持って
生活することや仕事をすることが大切だと
思いました。

日々の業務が忙しくなりすぎた時に、気
持ちのゆとりを持たないまま子どもと関
わっているところ。

C
今までよりルールを固め過ぎず夏休み明
けからはもう少し柔軟に生徒と接すること
を意識したいです。

できない生徒へのサポートばかり意識し
ていて、できる生徒への指導が少なく
なっていたことに気がつきました。

D

今まで大切にしてきた生徒との対話、クラ
ス全体が意欲的に取り組めるように促す
指導は間違っていなかったと再認識でき
ました。一方で指導者であることを意識し
て大事なことをしっかり伝えていくことも大
切であると感じました。

自分はpM型でしたが、常に指導の指針
を持ち、ブレのない授業や指導を心がけ
る必要があると思いました。
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と学習評価の関係についての認識を新たにし、児童生徒

が主体的に学習に取り組めるようにするために指導と評

価の一体化を図るために単元を構想したり、授業を組み

立てたりするという基本的なスタンスの獲得につながっ

たと考えられる。 

図5-3 第2講振り返りからの抽出コメント 

 

5.2,3 第3講の振り返り 

第3講は、本稿の４に記述した「通常の学級における

インクルーシブ教育」についての講義である。振り返り

からは、様々な特性をもつ児童生徒が混在することを前

提に、学級という学習単位での授業や活動をどのように

運営するか、具体的な例を踏まえて実践レベルから理解

し、考える機会になっているものと考えられる。 

図5-4 第3講振り返りからの抽出コメント 

 

 

６．おわりに 

本研修が始まった 2015 年度から現在までの間には、

学習指導要領の改訂、教員の働き方改革の加速、GIGA 

School構想に基づく ICT環境の整備といった教育活動を

めぐる大きな変化があった。また、2020 年度からは

COVID-19の感染拡大というパンデミックの渦中にある。

今、学校には、未曾有の災禍に向き合いながら、オンラ

イン環境を効果的に生かすことを踏まえた組織的なカリ

キュラムマネジメントを通して、育成を目指す資質・能

力ベイスで教育活動全体を見直し、改善し続けていくこ

とが求められている。 

第7回の本研修は、これまでも大切にされてきた学校

支援のスタンスを継続しつつも、こうした変化の節目に

あることを前提に、研修内容を再構成し、これからの学

校教育の担い手を確保・育成するという視点から学校と

受講者にとって意味のある内容、展開を目指してきた。

その評価材料としての受講者アンケート調査からは、研

修全体を通してみても、各講義を振り返ってみても、あ

る程度そのねらいは実現できていたものと考えられる。 

今後は、研修の内容については、基本となる今回の

三本柱に、一人一台の WEB 端末環境を効果的に生かす

ICT 活用の方略なども盛り込む検討を加え、さらにブラ

ッシュアップしていきたい。また研修の方法については、

内容をめぐる検討に鑑み、オンラインと対面でのコミュ

ニケーションを組み合わせたハイブリッド型の研修を構

想することも必要であると考えている。また、受講者ニ

ーズに適った有効な講義についてはアーカイブ化を図り、

より多くの教職員がオンデマンドで活用できるようにし

ていくことも必要であると考えている。そのためには、

本学教育教職大学院、及び教育デザインセンターが、各

自治体と協働的に運用できるＷＥＢ環境の構築を進め、

受講者ニーズを踏まえたオンラインコンテンツの蓄積と

公開を実現していくことが課題となる。 

 県内各自治体の学校教育の質の向上を図ろうとする時、

チームとしての学校の一員である非正規教員の力量形成

を図り、新しい時代のカリキュラムマネジメントへの参

画意識を高めていくことは、学校組織の中心的な担い手

となるリーダーを養成することと同時に極めて重要な意

味を持っている。それは、自治体における教育人材の確

保・育成に寄与し、危機に瀕している学校の持続可能性

を高める大切な一手であるといえる。今後も神奈川県内

自治体との連携を図り、協働的に本研修の効果を高める

評価・改善を重ね、正規採用を目指す臨時的任用教員、

社会貢献や職業人生の充実に意欲をもった非常勤講師等

を大切に育てていきたい。 

 

 

①これから大切にしたい ②これまで足りていなかった

A

すべての子どもは能力を伸ばしうるもので
あると、信じること。どんなに伝え方を工
夫してもなかなか理解に至らない子ども
に対し、半分諦めの気持ちをもってしまっ
ていたことに気付いたから。

振り返りの時間をもって、今後の見通しを
もてるようにすること。学びに向かう人間
性や思考判断表現など、見えにくい学力
を評価し、次の指導に生かすことが大切
だと思った。

B
学習指導が多様に展開できるためのクラ
スづくり。

これからの評価の考え方やつけかた。

C
授業の目標に加えて、評価するポイント
を生徒と共有することを徹底したいと感じ
ました。

本時の目標と評価がきちんとリンクしてい
たか振り返りました。授業と評価の一体化
が出来ていなかったのではと感じました。

D
わかりやすい評価に繋がるように、毎時
間の学習計画が疎かにならないことが大
切だと感じました。

1回ごとの問いの共有から今後の確認ま
でを意識して分かりやすい評価につなが
るように努力していきたいです。

①これから大切にしたい ②これまで足りていなかった

A

子どもたちのニーズを把握し、安心して
学習できるよう、指導の仕方を工夫するこ
と。配慮を必要とする子どもに対しての工
夫は、他の子どもにとってもよりよい理解
につながると思う。

授業の展開の構造化。めあてを明確に
し、見通しをもてるようにし、テンポよく授
業を進めることが、今までの授業で足りて
いなかったと感じるから。

B
どの子どもも大切にする気持ちをもち関
わること。

様々な立場の先生とコミュニケーションを
とること

C
平等より公平な指導を心がけたいと思い
ました。

インクルーシブ教育についての認識が甘
かったです。今日の講義のことを意識し
て二学期を迎えたいと思います。

D
平等ではなく、公平、公正を重視して良
いと考えられました。

取り出し教育の認識が、今やっと理解し
たように思います。個別指導や、机間指
導の重要性を感じ、再度心掛けていきた
いです。



神奈川県内自治体との連携による非常勤講師等研修の実践と評価（事例研究）                                              

教育デザイン研究 第 13 巻（2022 年 1 月）134 

 

【引用文献】 

文部科学省(2011) 公立義務教育諸学校の学級規模及び

教職員配置の適正化に関する検討会議 配布資料 3（平

成24年6月19日） 

文部科学省(2018) 第 101 回中央教育審議会教員養成部

会 配布資料3－5（平成30年8月2日） 

文部科学省(2020) 「教諭等の標準的な職務の明確化に

係る学校管理規則参考例等の送付について（通知）」 

通知では教員の教育活動に関する職務内容として、教育

課程及び学習指導に関すること、生徒指導及び進路指導

に関すること、特別な支援を要する児童生徒のために必

要な職務に関することを挙げている。また、学校の管 

理運営に関する職務内容として、学校の組織運営、学校

評価、研修、保護者及び地域との連携及び協力、児童生

徒の安全 指導及び安全点検などを挙げている。 

（令和２年７月１７日）文部科学省初等中等教育局 

岡東壽隆(1998) 「学校経営と学級経営の連続性と統合

性に関する理論的実証的研究」(平成 8年度～平成 10年

度科学研究費補助金(基礎研究C・2)研究成果報告書) 

白松賢(2017) 学級経営の教科書 東洋館出版社 

学級経営研究会（2000）学級経営をめぐる問題の現状と

その対応－関係者間の信頼と連携による魅力ある学級づ

くり「学級経営の充実に関する調査研究」最終報告書  

石隈利紀(1999)学校心理学―教師・スクールカウンセラ

ー・保護者のチームによる心理教育的援助サービス― 

誠信書房 

河村茂雄・藤村一夫・粕谷貴志・武蔵由佳（2004）QUに

よる学級経営スーパーバイズ・ガイド―小学校編― 図

書文化 

河村茂雄（2010）日本の学級集団と学級経営―集団の教

育力を生かす学校システムの原理と展望― 図書文化 

河村茂雄（2012）学級集団づくりのゼロ段階 図書文化 

三隅二不二（1986）リーダーシップの科学―指導力の科

学的診断法― 講談社 

文部科学省（2017a）．小学校学習指導要領 

文部科学省（2017b）．中学校学習指導要領 

文部科学省（2018）．高等学校学習指導要領 

梶田叡一（1994）:『教育における評価の理論Ⅰ 学力

観・評価観の転換』,金子書房,p86  

Erickson,H.L.,Lanning,L.A.,French,R（2020）遠藤みゆ

き・ベアード真理子訳「思考する教室をつくる概念型カ

リキュラムの理論と実践」北大路書房,pp7-12 

国立教育政策研究所（2015）『平成27年度全国学力・学

習状況調査 調査結果のポイント』,5-9，Retrieved from 

http://www.nier.go.jp/15chousakekkahoukoku/hilights.pdf

【最終アクセス2021年8月1日】 

Hattie,J.（山森光陽監訳）（2018）「教育の効果」図書

文化社，pp70-78 

OECD 教育革新センター編著（有本昌弘監訳）（2008）

『形成的アセスメントと学力 人格形成のための対話型

学習をめざして』,明石書店,p26  

OECD教育研究革新センター（2013）立田慶裕・平沢安政

監訳「学習の本質」明石書店,pp41-66 

小学校学習指導要領解説（2019）「総則編」文部科学

省,pp1-5 

白井（2020）「OECD Education2030プロジェクトが教育の

未来」ミネルヴァ書房,pp57-64． 

浜田 寿美男（2017）「発達障害のある子どもの育ち－

共に生きるかたちから見える育ちの必然－」 日本ＬＤ

学会第26回大会教育講演レジュメ 

阿部利彦（2017）「通常学級のユニバーサルデザインス

タートダッシュＱ＆Ａ５５」 東洋館出版社 

小貫悟・桂聖（2014）「授業のユニバーサルデザイン入

門―どの子も楽しく「わかる・できる」授業のつくり方

―」 東洋館出版社 

愛知教育大学（2020）「【改訂版】通常学級における学

習上の困難さに着目した教科指導～発達障害の可能性の

ある児童生徒に学ぶ～」 愛知教育大学教職キャリアセ

ンター 

https://www.aichi-edu.ac.jp/kyo-

car/kyoiku/hattatsu_H31/subjectguidance.html 

（参照日2021.08.27） 

 

 

 


